
 

 

＜景観審査部会＞ 

○北仲通北再開発等促進地区地区計画の形態意匠の制限内容に関する意見について（審議） 

（平成 28年５月 26 日）【資料２－１】 

【付議理由】 

 地区計画条例では、「市長が地区計画条例による形態意匠の認定をしようとする場合、規模等に照

らし必要があると認めるときは、あらかじめ、横浜市都市美対策審議会の意見を聴くことができる」

としており、「２号再開発促進地区内で、高さ 100メートルを超えるもの」という点はこれに該当す

るため、本地区の計画について、認定内容適合の確認を行った。 

【計画概要】 

客室数 2400室、建築物の高さ 135ｍ（屋上構造物を含めた高さ 145ｍ）のホテル計画 

万国橋ビルのファサードの復元を行うとともに、魅力ある水際空間の形成を行う。 

【結論】 

計画内容に沿って形態意匠制限の認定手続きを進めていく。なお、頭頂部サイン、万国橋ビルの

復元については市と事業者で継続協議し、進めることとする。 

 

○特定都市景観形成行為に関する協議事項及び協議の方針に関する意見について（関内地区都市景

観協議地区 中区本町６丁目 50 番地の 10）（審議）（平成 28年５月 26日、平成 28 年８月８日）

【資料２－２】 

【付議理由】 

 都市景観協議地区内では、協議手続が義務づけられている行為（都市景観形成行為）のうち「特

定都市景観形成行為」（関内地区では高さが 45ｍを超える建築物の新築又は移転）に該当する行為に

関し、協議事項及び協議の方針を定めるに当たっては、あらかじめ、都市美対策審議会の意見を聴

かなければならないとしている。 

５月は、計画が固まる前の早い段階からご意見を伺い計画に反映していくために付議をし、８月

は景観協議の協議事項及び協議の方針について付議をした。 

【計画概要】 

建築物の高さ約 155ｍの新市庁舎の整備（商業機能：１～３階、行政機能：３階～31 階、議会機

能：３階～８階） 

「横浜市新市庁舎デザインコンセプトブック」に基づき、連続性のある賑わいの創出や親密な水

際空間の形成などを行う。 

【結論】 

５月の部会では、高層部のボリュームや低層部の水辺側の外部空間とのつながり、国道 133 号線

沿いの賑わいづくりについて、低層部の旧第一銀行の軒ラインの継承や、歴史の保全活用の方法に

ついてご意見をいただいた。８月の部会では設計者から、より詳細な説明を受けた上で申出者の考

え方に対する市の協議方針については、高層部や議会棟のデザインについては概ね了承となった。

一方、低層部の賑わい創出や水際の活用、歴史の保存活用等については、今後継続的に協議を進め

ていくこととなった。 

 

 

 

 

 

横浜市都市美対策審議会 景観審査部会の開催報告について 

資 料 ２ 



○日吉箕輪町計画の景観形成について（審議）（平成 28年５月 26日、平成 28年８月８日） 

【資料２－３】 

【付議理由】 

 地区計画条例では、「市長が地区計画条例による形態意匠の認定をしようとする場合、規模等に照

らし必要があると認めるときは、あらかじめ、横浜市都市美対策審議会の意見を聴くことができる」

としており、「２号再開発促進地区以外に建築するもので、高さが市街地環境設計制度の緩和限界を

超えるもの」という点はこれに該当する。また、第 99回都市美対策審議会にて「地区計画の制限内

容などを定める際には作成段階も意見を聴く」となっていることから付議をした。 

 ５月は、景観形成について、早い段階でご意見を伺い計画に反映していくために付議をし、８月

は地区計画の制限内容を定めるため付議をした。 

【計画概要】 

 東急東横線日吉駅と綱島駅の間に位置する最高高さ 60ｍのマンション計画 

周辺へ開かれた低層部のにぎわい形成と周辺環境へ配慮し高層部の圧迫感を抑えた計画を行う。 

【結論】 

 ５月の部会では、取組のコンセプト、配棟計画及び景観について、「高層部のデザインが単調」、「低

層部は街並みをつくる視点が必要」等のご意見をいただいた。ご意見を受けて計画を見直した上で

８月の部会に付議し、結論として、地区計画の形態意匠の制限内容については「全体のボリューム

感を抑制するための明確な分節化」に係る記載を付加した上で、次回の部会へ報告をすることとな

った。建物のデザインについては、引き続き横浜市と事業者で協議を進めていき、「形態意匠の認定」

に先立ち部会で審議をする。 

 

 

 

 

（参考） 

○エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会 アーバンデザイン部会の開催状況 

・（仮称）横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業の景観デザインの方向性 

（第 21 回：平成 28 年８月４日）【資料２－４】 

【報告】 

平成 27 年度は、横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業の、まちづくりガイドラインの

景観分野における整合の確認、「エキサイトよこはま２２横浜駅西口駅前・鶴屋町地区地区計画」の

建築物等の形態意匠の制限内容について意見を頂いた。 

今年度は、横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業の建築物の景観デザインについて意

見を頂いている。 

※エキサイトよこはま２２エリア内の形態意匠の認定においては、専門的な観点から景観に関する意見を伺う

場であるアーバンデザイン部会にて審議している。 

【スケジュール（予定）】 

平成 28年 6月 都市計画審議会 

平成 28 年度中 国家戦略特別区域会議・諮問会議 → 都市計画決定 
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（仮称） 日吉箕輪町計画 １.計画地の概要　（１） 計画地の位置・規模 01
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1. 計画地の概要
（１） 計画地の位置・規模
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（仮称） 日吉箕輪町計画

Ｓ＝1：1,500Ｓ＝1：1,500
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３.都市デザインの考え方
（２） 空間構成の方針 ②施設配置図及び地域貢献施設の内容
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（仮称） 日吉箕輪町計画 ３.都市デザインの考え方　（４） 景観形成の方針　③イメージパース 32

３. 都市デザインの考え方
（４） 景観形成の方針
③ イメージパース
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